
雇用契約

このチェックリストは、網羅的ではないが、雇用主に向けて以下の項目に関
する実務ガイダンスを提供する。

A.	 移住労働者との雇用契約の作成・締結、および取り扱い：主要な手順

B.	雇用契約の規定

始める 

チェックリスト：

©	Naeem	Mayet	2020/	Pexels

IOM雇用主向け移住労働者ガイドライン	

https://publications.iom.int/books/migrant-worker-guidelines-employers-japanese


チェックリスト：
雇用契約

このチェックリストは、網羅的ではない
が、雇用主に向けて以下の項目に関する
実務ガイダンスを提供する。 1. 作成と翻訳

次へ  戻る

1.1	 雇用契約が適用される法律を遵守し、国際基準で認められた移住労働者の権利を侵害していない。

1.4	 雇用契約書は、移住労働者の理解する簡単な言葉で書かれている。翻訳は公証される必要がある。

1.2	 移住労働者に関するすべての雇用条件が、国内出身の労働者に与えられた条件より不利なものになっていない。

1.5	 雇用契約書は出身国および目的国の関係当局により承認される（労働関係当局や領事サービスなど）。

1.3	 雇用契約書の規定内容、求人広告、雇用主からの最初の採用要請、および移住労働者向けのすべてのオリエンテーションで提供された情報の間
で、雇用条件の違いがない。移住労働者との雇用契約の締結および

取り扱いの主要な手順A

雇用契約の規定B

移住労働者との雇用契約の締結および取り扱
いの主要な手順
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2. 検討と契約締結

3. 記録の取扱いと保管

次へ  戻る

2.1	 契約書の書面の写しは、選抜・オリエンテーション期間中に候補者に配布され、検討される。

3.1	 移住労働者は、自ら署名した契約書の写しを受け取り、労働移住の全てのプロセスを通じて、その写しを保管することが推奨される。

3.2	 署名済みの契約書の写しは、さらに人材紹介業者と雇用主が保管する。

2.2	 移住労働者は、契約締結前に、雇用契約に記載の条件について十分な説明を受ける。移住労働者は、雇用に関する質問をする機会を与えられる。

2.3	 移住労働者は、契約締結の前に契約承諾を確認することができ、いつでも採用プロセスから離脱できる自由があることを理解する。

2.4	 雇用契約書は、移住労働者がすべてのオリエンテーションを完了し、目的国に向け出発する数日前に締結する。

移住労働者との雇用契約の締結および
取り扱いの主要な手順A

雇用契約の規定B

移住労働者との雇用契約の締結および取り扱
いの主要な手順

チェックリスト：
雇用契約

このチェックリストは、網羅的ではない
が、雇用主に向けて以下の項目に関する
実務ガイダンスを提供する。
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4. 正と改定

 戻る

4.1	 移住労働者の到着後すぐに、雇用契約の更改が必要となった場合、条件をより不利にすることはできない。契約書の原本は保存されなければなら
ない。

4.2	 雇用主は定期的に、雇用条件に関連する法規制の最新情報を入手し、変更について移住労働者に伝え、必要に応じ、契約の修正を行う。

4.3	 契約の修正箇所は、明確に文書化し、翻訳し、移住労働者が自由な意思により承諾し、当局による追加の許可を得る（領事サービスなど）。

次へ 

移住労働者との雇用契約の締結および
取り扱いの主要な手順A

雇用契約の規定B

移住労働者との雇用契約の締結および取り扱
いの主要な手順

チェックリスト：
雇用契約

このチェックリストは、網羅的ではない
が、雇用主に向けて以下の項目に関する
実務ガイダンスを提供する。
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1. 契約当事者

次へ  戻る

1.1	 雇用主の氏名と住所

フルネーム

国籍

ジェンダー

出身国の住所

出生年月日と出生場所

旅券番号または同等の政府発行証明書番号

緊急連絡先

1.2	 移住労働者の個人情報（以下を含む）

1.3	 職業紹介事業者の名称と所在地

移住労働者との雇用契約の締結および
取り扱いの主要な手順A

雇用契約の規定B

雇用契約の規定チェックリスト：
雇用契約

このチェックリストは、網羅的ではない
が、雇用主に向けて以下の項目に関する
実務ガイダンスを提供する。
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2. 雇用条件

次へ 

仕事の開始日と契約期間（契約の開始日は移住労働者の目的国到着日にするべきである）

職名

契約延長の可能性

実行しなければならない職務の説明

仮採用期間または試行期間（必要に応じて）

関連する労働局および領事サービスに従い、職務記述書や職務等の条件を変更するための、移住労働者の書面による合意を求める責任

2.1	 雇用期間

2.3	 職務記述書

2.2	 仕事の場所：通常の職場（複数可）の住所

 戻る

移住労働者との雇用契約の締結および
取り扱いの主要な手順A

雇用契約の規定B

雇用契約の規定チェックリスト：
雇用契約
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次へ 

基本賃金と1カ月当たりの所定労働時間に対する最低手取り賃金

夜間勤務の賃金と休日勤務の賃金

支払形式

（a）通常就業日、（b）公休日、または（c）週休日に行う仕事の残業割増率

全ての法的控除および現物支払いの詳細一覧（各控除の種類・金額明細書を含む）

追加給付明細書（医療・社会保険適用、事故・傷害保険、休暇取得の権利、他の適用可能な給付を含む）

支払方法・頻度、および移住労働者の出身国と目的国の銀行口座（複数可）

賃金の支払いごとの給与支払明細書に関する規定

2.4	 賃金

 戻る

移住労働者との雇用契約の締結および
取り扱いの主要な手順A

雇用契約の規定B

雇用契約の規定チェックリスト：
雇用契約

このチェックリストは、網羅的ではない
が、雇用主に向けて以下の項目に関する
実務ガイダンスを提供する。
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次へ 

就業日と休業日

所定労働時間と交代勤務時間

1日の休憩時間

夜間休憩の最低連続取得時間

残業見込時間、および適用される法規制の要件に従った最大許容残業時間

緊急事態有給休暇

年次有給休暇

有給病気休暇

有給公休日

出産休暇・父親の育児休暇

育児休暇

他の休暇取得の権利

残業は労働者の同意のもとで行われるという規定、および報復の恐れなしに残業を拒否することができる移住労働者の権利

金銭的な補償にかかわらず、通常の休憩時間が中断された場合（残業、待機時間、夜間勤務など）の代償の休憩時間

2.5	 労働時間

 戻る

移住労働者との雇用契約の締結および
取り扱いの主要な手順A

雇用契約の規定B

雇用契約の規定チェックリスト：
雇用契約

このチェックリストは、網羅的ではない
が、雇用主に向けて以下の項目に関する
実務ガイダンスを提供する。
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3. 採用プロセスに関する説明

4. 帰還または雇用主の変更のプロセスに関する説明

次へ  戻る

3.1	 採用期間中のプロセスの明記（採用前オリエンテーション、出発前オリエンテーション、雇用契約の締結、文書処理、渡航、および到着後オリエンテ
ーションを含む）

4.1	 帰還プロセスにおける段階の詳細（移住労働者の出身国への帰還前の出国面接、すべての未払いの賃金、手当その他の金額の支払いを含む）

4.4	 雇用主および移住労働者が雇用契約を終了させることができる条件（予告期間など）

3.2	 人材紹介業者の責任事項の明記

4.2	 人材紹介業者の責任事項の明細

4.3	 雇用主および移住労働者が負担する費用の概要

3.3	 雇用主および移住労働者が負担するすべての費用の概要

移住労働者との雇用契約の締結および
取り扱いの主要な手順A

雇用契約の規定B

雇用契約の規定チェックリスト：
雇用契約

このチェックリストは、網羅的ではない
が、雇用主に向けて以下の項目に関する
実務ガイダンスを提供する。

9

IOM雇用主向け移住労働者ガイドライン	

IOM雇用主向け移住労働者ガイドライン

https://publications.iom.int/books/migrant-worker-guidelines-employers-japanese


次へ  戻る

4.5	 移住労働者が違約金なしでの雇用契約を早期に終了させることに関する規定（必要な予告期間など）

4.6	 移住労働者が必要な予告期間を置かずに雇用契約を早期に終了させた場合の帰還費用に関する規定

4.8	 契約更改および雇用主の変更に関する規定（適用法令による）

4.7	 懲戒手続および雇用主による契約終了の根拠

5. 生活環境と宿舎

5.1	 生活環境に関する詳細説明（提供される宿舎、基本家具および設備に関する説明を含む）

5.2	 雇用主および移住労働者が負担する費用の概要（移住労働者に請求される費用の金額を含む）

5.3	 宿舎に関する規則および規制（懲戒手続を含む）

5.4	 自宅と雇用主の施設間の交通手段

移住労働者との雇用契約の締結および
取り扱いの主要な手順A

雇用契約の規定B

雇用契約の規定チェックリスト：
雇用契約

このチェックリストは、網羅的ではない
が、雇用主に向けて以下の項目に関する
実務ガイダンスを提供する。
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次へ  戻る

5.5	 雇用主が提供、もしくは用意する宿舎、食事、移動またはその他のサービスに関する控除額内訳

5.6	 同サービスの運営や提供に関与する第三者のサービス提供者に関する詳細

5.7	 その他の施設に固有の必要事項（該当する場合）

6. 雇用主の方針および手続き

6.1	 強制労働および人身取引の禁止

6.2	 募集・斡旋手数料および関連費用の移住労働者への請求の禁止

6.3	 均等な待遇と差別からの保護

6.4	 移動の自由

6.5	 本人確認書類

6.6	 適用される法律に従った結社の自由および団体交渉

移住労働者との雇用契約の締結および
取り扱いの主要な手順A

雇用契約の規定B

雇用契約の規定チェックリスト：
雇用契約

このチェックリストは、網羅的ではない
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次へ  戻る

6.7	 保険に関する方針および医療（適用される法律により義務付けられている年1回の健康診断を含む）

6.8	 緊急対応手順

6.10	全ての労働移住プロセスにおいて（採用と派遣、雇用、帰還または第三国への移住）、秘密の保持を含めた苦情処理メカニズムが利用できること

6.9	 プライバシーおよびデータ保護

仕事関連の医学的検査、健康診断または治療は、労働者の十分な情報に基づく同意がある場合に限り行うことができる。健康診断、検査、および
治療の結果は、労働者の、十分な情報に基づいた事前の、かつ書面による同意がある場合に限り、雇用主や第三者と共有される。移住労働者の面
接記録は、移住労働者が同情報の一般開示に同意する場合を除き、常に秘密は保持される。

7. 目的国におけるその他の法的枠組み

7.1	 移住の枠内において入国および居住が許可される条件

7.2	 適用される法規制により義務付けられているその他の事項（人身取引の禁止に関連する事項を含む）

移住労働者との雇用契約の締結および
取り扱いの主要な手順A

雇用契約の規定B

雇用契約の規定チェックリスト：
雇用契約

このチェックリストは、網羅的ではない
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